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ユーロ危機の制度分析 

 

神戸大学大学院経済学研究科 

久保広正 

１．はじめに 

 

ギリシャ危機を契機とするユーロ危機は依然として深刻であり、マーケットでは、しば

しばギリシャの「ユーロ圏離脱」説、あるいは同国の「ユーロ圏からの追放」説が指摘さ

れている１。また、逆に、資金の最大拠出国であるドイツの「ユーロ圏離脱」、あるいは、

これらによる「ユーロ崩壊」説も、市場では主張されるようになっている。果たして、EU

（欧州連合）及びユーロ創設に関する制度から判断して、こうした可能性はありえるのか。 

本報告の目的は、ユーロ創設、さらにはユーロを支える法的及び政治的要因に注目し、

ユーロ危機を制度的な視点から分析することにある。それは、EUの基本条約であるリスボ

ン条約は、その前文において、EUの目的に関連して「法の支配（Rules of Law）」に言及

しており、EUにおける政策は、すべて EU法の下に執行されねばならないからである。な

お、同条約前文には、「人間の不可侵かつ不可譲の権利、自由、民主主義、平等及び法の支

配という普遍的な価値を発展させた欧州の文化的、宗教的及び人間的な遺産に触発され、．．．

欧州統合が進展するためにさらなる歩みを進めるという観点から、欧州連合を設立するこ

とを決議」２したとされている。 

 

２．ユーロ危機の現状と対策 

 

図表-1 ユーロの主要国通貨に対する為替レート 
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出所）European Central Bank, Monthly Bulletin, April 2012  

 

 まず本論に入る前、危機の現状及び EU の対策について概観しておきたい。図表‐1 は、

主要通貨対比でみたユーロの為替レートを示したものである。この図から、導入以来、傾

向的に上昇してきたユーロは、2008 年夏に発生したリーマン・ショック以降、その対外価

値を下落させるようになってきたことが分かる。いわゆるユーロ危機である。この危機を

もたらした背景に関する経済学的分析は別の機会に譲るとして、ここでは、EUが次のよう

な対策を講じた、あるいは講じつつあることのみを指摘しておきたい。 

 まず第 1 点は緊急対策である。バローゾ欧州委員会委員長によると「消化作業

（fire-fighting）」と称される対策であり、要するに燃え上がった市場をいかに沈静化させ

るかが対策の中心を占める３。既に EU では、2010 年 6 月、EFSF（European Financial 

Stabilization Facility、欧州金融安定化メカニズム）を発足させている４。同ファシリティ

の目的は、ユーロ圏に属する 17 ヶ国政府の保証により相対的には低金利で資金を調達し、

危機に見舞われた加盟国に金融支援を行うというものである。また、2012年 7月には、こ

の EFSFが恒久的な ESM（European Stabilization Mechanism）に移行することも決定

済みである。 

 

図表-2 EU主要国の財政収支動向 

 

 財政収支/GDP比率（%） 政府債務残高/GDP比率（%） 

 2010 2011 2010 2011 

ドイツ  -4.3 -1.0 83.0 81.2 

アイルランド -31.2 -13.1 92.5 108.2 

ギリシャ -10.3 -9.1 145.0 165.3 

スペイン -9.3 -8.5 61.2 68.5 

フランス -7.1 -5.2 82.3 85.8 

イタリア -4.6 -3.9 118.6 120.1 

ポルトガル -9.8 -4.2 93.3 107.8 

ユーロ圏 -6.2 -4.1 85.3 87.2 

ハンガリー -4.2 4.3 81.4 80.6 

イギリス -10.2 -8.3 79.6 85.7 

EU27ヶ国 -6.5 -4.5 80.0 82.5 

出所）Eurostat Press Office, Newsrelease(April 23, 2012) 

 

 第 2は、今回の危機を引き起こした財政赤字に何らかの制約を課そうとするものである。

すなわち、制度改革、バローゾ委員長のいう”architecturing”である。既に EUでは、1997
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年 6月、安定成長協定（Stability and Growth Pact）を発効させており、「過度な財政赤字

（excessive deficit）」、すなわち、財政赤字の対 GDP比が 3％以上に達している加盟国には、

最大で GDPの 0.5%に達する制裁金が科せられることになっていた５。ただ、本協定導入を

強硬に主張したドイツが、ドイツ統一資金負担増から同協定を遵守できず、結局、2005 年

3月に開催された欧州理事会で「柔軟な解釈」が行われ、事実上、EUはドイツに対する制

裁を回避した６。財政赤字に対する制裁の導入に最も強硬であったドイツを特例扱いにした

ことから、南欧諸国において財政規律の弛緩が生じた。 

この反省の上に立ち、後述するように、今回の危機に瀕して EU では新たな財政協定を

締結しようとしている。また、各国が政府予算案を各国議会に提出する前に EUに提出し、

財政政策の監視と調整を行うための”European Semester”７も 2011年 1 月から既にスター

トさせている。なお、欧州委員会によれば、各国の財政赤字は次のように推移すると見込

まれている（図表‐2参照）。すなわち、EU全体でみると、財政赤字/GDP比率は 2010年

の 6.5％から 2011年には 4.5％へと低下している。ただ、依然として、いくつかの国は「過

度な財政赤字」から脱却したとはいえない。 

 第 3は、EUにおける金融機関監督に関する制度改革である。財政危機が金融危機あるい

はユーロ危機にまで発展した背景を改革しようとするものともいえる。欧州連合条約

（Treaty on European Union, 通称、「マーストリヒト条約」）第 105条によれば、欧州中

央銀行制度（European System of Central Banks）の主要な目的（primary objective）は

「物価の安定(to maintain price stability)」とされている８。一方、同条約第 105条第 5項

には、金融システムの安定についても規定が存在する。すなわち、「金融機関の監督及び金

融システムの安定に関しては、欧州中央銀行は権限を有する当局（competent authorities）

が実施する政策を円滑に実施されるように貢献する必要がある」とされている。換言すれ

ば、金融機関の監督及び金融システムの安定維持は、欧州中央銀行自らの任務とは規定さ

れていない。また、重要なことは、「権限を有する当局」が具体的にどこか明確になってい

ないという点である。監督当局があいまいであることもあり、EU金融機関はギリシャなど

の国債に巨額の投資を行ったことが、EUの金融システム不安を惹起し、ひいてはユーロ危

機をもたらしたともいえるであろう。これについても、既に EU では、2011 年 1 月から、

マクロレベルの健全性を監視するため「欧州システミックリスク委員会（European 

Systemic Risk Board）」、またミクロレベルの監視のため「欧州監督機構（European 

Supervisory Authorities）」が既に発足している。９ 

 このように対策が実施されているにもかかわらず、冒頭に述べたように、危機は依然と

沈静化していない。筆者は、2011年 11月、ブリュッセルで開催された国際会議において、

R.A.Mundell教授の報告を聞く機会があった。同教授によれば、「危機から脱するためには、

EU統合を一層進め、欧州財務省（European Ministry of Finance）」を設置し、「ユーロ共

同債（Eurobond）」を発行することが必要」と述べていた。これらの提案は、果たして制

度的に可能であろうか。また、これら提案を実現することは容易でないが、その困難さに
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よりユーロ危機が沈静化しないといえるのであろうか。 

 

３．通貨統合の法的及び政治的基礎 

 

こうした問題を考察するため、通貨統合の設立時点にまで遡りたい。すなわち、まず第 1

に、欧州連合条約のなかで通貨統合に関する条文に注目し、その政治的背景について分析す

る。なお、ここで EU 法の体系について、若干、述べておきたい。2009 年 12 月、リスボ

ン条約（正式には、「欧州連合条約（Treaty on European Union）及び欧州共同体設立条約

（Treaty establishing European Community）を修正するためのリスボン条約」）が発効す

る。このリスボン条約は、EUの原則を規定する「欧州連合条約」と、具体的な EUの政策

を規定するための「EU機能条約（Treaty on the Functioning of the European Union）」

から構成されるが、後者は欧州共同体条約を修正したものである。 

周知の通り、欧州連合条約は通貨統合（Economic and Monetary Union、経済通貨同盟）」、

を規定しているが、そこでは通貨統合の参加条件として、財政赤字/GDP 比率は 3％以内、

公的債務残高/GDP 比は 60％以内など条件が付されている。しばしば「マーストリヒト収

斂基準」と称されるものである。なお、同条約第 109j 条（旧条約）によれば、その他の条

件は、①高度な物価安定の達成、すなわち、インフレ率が最も低い 3ヶ国に近いないしは、

それ以下であること、②EMS(European Monetary System)の為替レートメカニズム

（exchange-rate mechanism）で規定された許容変動幅（normal fluctuation margin）内

に少なくとも 2 年間、とどまっていること、③加盟国の長期金利水準が収斂を続けている

ことである。そのうえで、同条約第 109j 条では、収斂基準を検証し、欧州理事会は特定多

数決に基づき通貨統合について決定するとされている。 

しばしば言及される財政面での条件について、若干、詳しく考察してみたい。実は、実際

の条文は柔軟な解釈が可能なように規定されている。すなわち、同条約の第 104c条におい

て、「過度な財政赤字」とは具体的には次の 2点とされている。まず、財政規律の必要性を

述べた同条約 104c条は、第 1項において、「EU加盟国は過度な赤字を回避する義務を負う」

とし、次に第 2 項において（a）及び（b）という 2 つの基準により、財政規律が判断され

るとしている。 

(a)財政赤字：計画ないしは実際の財政赤字の対 GDP 比が参照値（reference value、こ

こでは 3％）を越えているかどうか。ただし、次のような場合には、除外とする。①その比

率が実質的（substantially）、かつ継続的(continuously)に低下し、参照値に近い水準に到

達している場合、②あるいは、参照値を超えているとしても、それが例外的であり、かつ一

時的であり、その比率が参照値に近い水準にとどまっている場合、 

(b)政府債務残高：同残高の GDP に対する比率が参照値（ここでは 60％）を超えている

場合、この比率が満足すべきペースで(at a satisfactory pace)参照値に向け、十分に接近し、

低下していること 
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である。すなわち、換言すれば、たとえ財政赤字/GDP比率が 3％以内、政府債務残高/GDP

比 60％以内という条件を満たしていないとしても、それに接近しつつあると判断されれば、

「過度な財政赤字」を回避したとみなしうるのであり、その結果、通貨統合に参加すること

が可能になる。イタリアの公的債務残高/GDP 比率が 100％を越えていたにもかかわらず、

通貨統合に参加できた背景である。 

次に考察したい点は、果たして「政府債務」とは何かということである。欧州連合条約に

付属した「過度な財政赤字の手続きに関する議定書（Protocol on the Excessive Deficit 

Procedure）」の第 2条によれば、「政府とは一般政府、すなわち、中央政府、地方政府、及

び社会保障基金」を意味するとされている。また、同条は、「赤字とは、純借入（net borrowing）

を意味する」とされている。 

しばしば、今回の危機を招いた一因として、ギリシャにおける「粉飾」決算が指摘される

ことが多い。もし、これが事実だとすると、欧州委員会はギリシャを欧州司法裁判所に訴え

るはずである。ただ、筆者の知る限り、欧州委員会が訴訟を提起した事実はない。おそらく、

ギリシャは、上記のような伝統的な定義による「純借入」に該当しない方法により、事実上

の「借入」を行っていたのであろう。例えば、簿外取引、あるいはデリバティブを用いた取

引である。振り返ってみれば、欧州連合条約が署名されたのは、1992年 2月であった。お

そらく当時、発展しつつあった金融工学を十分に考慮しないまま、同条約において「赤字」

が定義されたと推測できる。 

果たして、何ゆえに、緩やかな解釈が可能なように「過度な財政赤字」を規定したのであ

ろうか。筆者の知る限り、明確に説明した文献は存在しない。ただ、その政治的背景につい

て推察することは可能である。おそらく次のような点が重要とみられる。 

この問題を考察する際、いかなるプロセスを経てユーロが誕生したかが重要でなる１０。

それは 1990 年 10 月に実現したドイツ統一に関連する。当時、ドイツが統一し、強大なド

イツが出現することについて、周辺国には強い警戒感があった。第二次世界大戦の経験が影

響しているからである。事実、欧州連合条約の批准を巡るフランスの国民投票において、主

たる争点は「欧州連合条約はドイツを抑えこむことに有効か？」であった。 

 ドイツ統一当時のドイツ首相 H.コールは、第二次大戦の経験を受け継ぐ最後の政治家で

あり、彼の外交目標は「ドイツ化された欧州（Germanized Europe）」ではなく「欧州化さ

れたドイツ（Europeanized Germany）」を示すことであった。このために必要であれば、

ドイツは資金負担もいとわなかった。事実、これまでの EU 統合を資金面で支えてきたの

は、ドイツであったともいえる。今回のギリシャ危機において、ドイツ世論は「ドイツ人

の血税によるギリシャの救済に対して否定的」と伝えられている。ただ、もし、コールの

ような政治家が現在もドイツ首相であるとすれば、ドイツ世論は全く別のものになったか

もしれない。  

コールは、ドイツ統一を実現するため、周辺国、とりわけフランスに対して、「ドイツは

EU統合に寄与する国家である」こと証明しようとした。具体的には、マルクを捨て、通貨
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統合と共通通貨の導入に賛成することであった。 

 一方、通貨統合に対するフランスの立場は、次のようなものであった。通貨統合の実施

以前から、ドイツの中央銀行であるドイツ連邦銀行は「事実上の欧州中央銀行」と呼ばれ

た。すなわち、ドイツ連銀が金利を引き上げれば、フランスを含む他の加盟国にも波及し、

他の加盟国の中央銀行も連れて金利引き上げを余儀なくされることが相次いだ。すなわち、

フランスはドイツ連銀に対して何ら影響力を行使できなかったのである。従って、フラン

スにとっては、通貨統合を実現し、フランス人を総裁として欧州中央銀行に送り込むこと

により、自らの影響力を高めることを期待した。事実、第 2 代欧州中央銀行総裁はフラン

ス人であるトリシュ氏であった。この欧州連合条約には、通貨統合の他、条約の名称、共

通外交安全保障政策、欧州市民権、汎欧州ネットワーク、社会憲章の条約本文からの排除

など、様々な問題について交渉及び取引が行われ、「ガラス細工」のような同条約が合意さ

れたのである。 

周知の通り、今回のユーロ危機に際して、ドイツではギリシャ支援の継続に否定的な見

方が根強いの報道がしばしばみられる。おそらく平均的なドイツ人の見解が紹介されてい

るものとみられる。ただ、EUにおけるドイツの地位が視野に入る政治家・リーダー達にと

って、上記のような歴史的経緯は重要であり、「欧州化されたドイツ」、あるいは「EU統合

に資するドイツ」という認識を有している限り、ドイツはユーロを支えざるをえず、まし

て「ドイツのユーロ圏からの離脱」という選択肢はありえないといえるであろう。さらに

重要な点は、欧州連合条約における緩やかな規定も、フランスなど周辺国の参加可能性を

高めるという意図から、ドイツが「妥協」したものと推測できる。 

 

４．通貨統合とドイツ憲法裁判所１１ 

 

 次にドイツの「ユーロ圏」離脱可能性について、法的な側面から考察してみたい。ここ

では、まず 1993 年 10 月１２日に下されたドイツ憲法裁判所による欧州連合条約の合憲判

決の内容を紹介したい。既述のように、欧州連合条約は 1992年 2月に署名されたが、これ

に基づき、ドイツにおいては、本条約の批准のためドイツ基本法（Grundgesetze）の改正

が行われた（1992 年 12 月 21 日の基本法改正法）。また、同条約同意法も同様に可決され

ている（1992年 12月 28日）。 

これらの法の発効を受け、欧州連合条約はドイツ基本法に反するとして違憲訴訟が提起さ

れた。すなわち、同条約が発効すれば、ドイツ連邦議会から EU に対して大幅な権限委譲

が起こり、基本法第 38条で既定されたドイツの基本権を侵害するというものである。これ

に対して、ドイツ憲法裁判所は、基本的には欧州連合条約への批准は基本法を損なうもので

はないとし、その判決結果を受け、ドイツ大統領は批准を行った。これにより加盟国すべて

の批准が終了し、欧州連合条約は翌月の 1993年 11月１日に発効したのである。 

同判決の内容は多岐に亘る。そこで主として論じられた点は、EUとドイツの権限関係で
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ある。同判決は、EUを「国家結合（Staatenverbund）」と称する概念で説明する。すなわ

ち、単なる「国家連合（Staatenbund）」ではなく、それよりはるかに統合の程度が進展し

たものと規定する。一方で判決は、国家結合とは「連邦国家（Bundesstaat）」でもないと

している。このように EUを規定した上で、EUが国家とはいえないことから、ドイツは主

権を完全に放棄したとはみなせないと主張する。このため、EUの政策について、ドイツの

連邦議会、さらには EU 理事会を通じドイツ国民にとっての民主的正統性を確保できると

述べている。すなわち、ドイツ国民の意思を EU の政策に反映させることが可能であり、

ドイツ国民は EU による政策に対して「白紙委任」している訳ではない点が強調される。

要約すれば、ドイツ国民→EUの政策という意思決定フローが確保されていると考えるので

ある。一方、欧州司法裁判所の観点からみると、EU法の各国法に対する優越性が重要であ

る。すなわち、意思決定のフローでいうと、EU→ドイツということになる。 

それでは、欧州司法裁判所とドイツ憲法裁判所のいずれが優越するのであろうか。同判決

は、EUへの権限委譲について、明確性・個別性という審査基準を設定したうえで、両者の

「協力関係」強調する。さらに、EUの「補完性原理（Subsidiarity Principle）」を拠り所

として、こうした協力関係の説明力を強化する。換言すれば、一般的に EU に権限委譲を

行ったのではなく、明確な根拠がある場合には、個別的に権限委譲が行われるとしているの

である。これは、通貨統合を考える際に重要な論点となる。 

同判決は、こうした EU とドイツと法的関係に立脚しながら、通貨統合に関して、詳細

な検討が行われている。すなわち、「ドイツ連邦共和国は、この連合条約を批准することに

よって、見通しがきかず、成り行きまかせで、もはやコントロール不能な、通貨統合への「自

動進行機構」に身をゆだねることになるというわけではない。この条約は、欧州法的共同体

の、段階を経て進められる、一層の統合に道を開くものではあるが、その道を一歩でも進む

ためには、現在、議会が予見できる前提条件を整えるか、または、議会が影響を及ぼすこと

のできる連邦政府の同意か、のどちらかが必要とされている」としている。１２ 

一方、ドイツ基本法によれば、金融政策の目的は第 88条により物価の安定とされている。

従って、欧州中央銀行の金融政策の目的が物価安定とされている限りは、違憲という問題は

発生しない。ただ、欧州中央銀行がドイツ基本法第 88条から逸脱した政策を実施するとす

れば、違憲状態に陥る可能性があることを示唆している。すなわち、同判決は、そのような

場合、欧州連合条約から生じる法的行為はドイツ国内では法的拘束力を持たないことになる

と主張するのである。なお、その場合、流通する通貨がユーロになるのか、あるいはマルク

が復活するのかについては、判決では触れていない。 

要約すれば、同判決によれば、欧州中央銀行はドイツ連銀と同様に物価安定を目的とした

金融政策が実施されるはずであり、そのため、欧州連合条約はドイツ基本法には違反してい

ないとされた。ということは、例えば、欧州中央銀行が無制限に、例えばギリシャ国債の購

入を実施すれば、再度、ドイツにおいて違憲訴訟が提起され、ドイツ憲法裁判所は欧州連合

条約、さらには通貨統合に関して違憲判決を下す可能性があるといえる。 
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 第 2の判決は、ユーロ導入の合憲性に関するものである（1998年 3月 31日）。ユーロ

導入については、2つの違憲訴訟が提起された。一つ目は、欧州連合条約に既定された収斂

条件を十分には満たしていないまま、「創造的会計（Creative Accounting あるいはドイツ

語で Kreative Buchfürung）」が行われる可能性があるにもかかわらず、連邦政府は通貨統

合実施に同意したことである。なお、当時は、ギリシャの「粉飾決算」について明らかには

なっていない。 

また、二つ目の訴訟は、基本法第 38条に規定された基本権侵害について、さらには、基

本法第 14条の財産権の侵害についても提起したものである。後者は、要するにユーロ導入

によってインフレが発生し、財産が減価するとの主張に基づく。換言すれば、収斂基準が十

分に満たされずに通貨統合に踏み切ることへの疑問である。 

ドイツ憲法裁判所は、いずれの訴えも棄却したが、その根拠は、既述した欧州連合条約

109条によって、欧州中央銀行は物価の安定を確保するという目標の下に金融政策を実施す

ることになっていることである。すなわち、前述の判例を踏襲したのである。 

 

５．リスボン条約と通貨統合 

 

もし、例えば、欧州中央銀行が無制限な国債購入を行い、そのことについて、ドイツで違

憲訴訟が提起され、「違憲」という判決が下った場合、果たしてドイツの「ユーロ圏」離脱

について、EU側からみてありえるのであろうか。この点について考察してみたい。結論を

先に述べると、現行のリスボン条約からは、不可能とまではいえないものの、極めて困難で

あると判断できる。そもそも、欧州連合条約には通貨統合に参加するための収斂基準が規定

されているものの、離脱に関する規定は存在しない。ただ、リスボン条約には、新たに第

50条で離脱に関する条文が設けられた。すなわち、第 50条は、以下のように規定されてい

る。「すべての加盟国は、その憲法上の要請に従って、欧州連合から脱退することができる。

脱退を決定する加盟国は、その意図を欧州理事会に通知する。欧州理事会により定けられる

指針に照らして、欧州連合は、当該加盟国の欧州連合との将来の関係のための枠組みを考慮

しながら、脱退に向けた取り決めを定める協定を当該加盟国と交渉し、締結する。．．．協定

は欧州理事会の同意を得た後、特定多数決により．．．締結される」とされている。すなわち、

ドイツが EUからの脱退を求めても、他国の合意がない限り不可能ということになる。EU

内で最大の資金拠出国であるドイツの離脱を他の加盟国が認めることは考え難い。 

問題は、ユーロ圏から離脱しながら、EU内にとどまることが可能かどうかという点であ

る。このことは、様々な機会に検討されているが、結論は困難ということになる。例えば、

欧州中央銀行の” Withdrawal and Expulsion from the EU and EMU ”によれば、「法的に

は考えられない（legally inconceivable）」とのことである１３。その根拠は、基本条約の下

では、すべての EU加盟国にとって通貨統合に参加することは、義務（obligation）とされ

ていることである。あるいは、EU加盟国が通貨統合から離脱することは、リスボン条約で
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規定された義務に関する重大な違反ということになり、同条約から脱退すべきと考えられる

のである。なお、EU 加盟国のなかでもユーロを導入していない国も存在する。そのうち、

イギリスとデンマークは、欧州連合条約の発効時、例外的措置としてオプションにより対象

外となること（"opt-out”）が同条約議定書により認められている。また、スウエーデンを

含むユーロ非参加国は、収斂条件を満たしていないとして、参加していない。従って、収斂

条件を満たす限り、イギリスとデンマーク以外は、法的にいうと、すべてユーロを導入する

義務があるのである。 

次に果たしてギリシャのユーロ圏離脱はありえるであろうか。なお、ここでいう離脱とは、

あくまで当該国が自主的に離脱を望む場合を規定しており、他の加盟国が特定の加盟国を排

除することではない。従って、ギリシャが自主的にユーロ圏から離脱することは可能である

が、その場合、上記したように、ギリシャは同時に EU からの離脱することになる。すな

わち、ギリシャは EU からの各種補助金の受給をあきらめざるをえないことになる。果た

してギリシャは、そのような選択を行うであろうか。ギリシャにとっては、EUに加盟を続

け、各種補助金の受給を続けることが望ましいと考えても不思議ではない。 

なお、ギリシャが「虚偽」の申告を行ったということで、ギリシャが通貨統合に参加した

2001年に遡って、通貨統合から排除するということは考えうるであろう。「真」の財政赤字

額を考慮すると、通貨統合の収斂基準を満たしていないはずであり、通貨統合に参加できな

かったということになるからである。それでは、2001 年から今日に至る債権債務をどのよ

うに評価するか、甚だ解決が困難な問題に直面する。例えば、2001 年以降もギリシャ・ド

ラクマが流通していたと仮定した場合、ユーロとドラクマの為替レートをどのように想定す

るのであろうか。ギリシャ企業と取引を行った企業の契約は、どうなるのであろうか。膨大

な訴訟が提起され、経済的には大混乱が生じる可能性が大であろう。 

また、現在の危機を考えるうえでポイントとなるのは、リスボン条約に規定された非救

済条項である。具体的には同条約第 122条、及び第 125条である。例えば、第 125条は次

のように書かれている。すなわち、「EU は．．．中央政府、あるいは地域、地方またはその

他の公共当局．．．の債務の保証を負い、そのような債務を引き受けることはない」。さらに

第 123条には、次のような規定がある。すなわち、「EU は．．．中央政府、あるいは地域、

地方またはその他の公共当局．．．に有利になるような、欧州中央銀行あるいは加盟国の中

央銀行による当座貸越の便宜または他のいかなる種類の信用状の便宜も禁止される。同様

に、欧州中央銀行または、加盟国中央銀行によるそれらの債務証書の直接的取得も禁止さ

れる。」 

一方、第 122条は次のように規定されている。「ある加盟国が、困難に陥るか、あるいは

手に負えないような自然災害、もしくは例外的事態により引き起こされた厳しい困難に陥

る脅威（natural disaster ors or exceptional occurrences beyond its control）にさらされ

ている場合には、EU理事会は委員会からの提案に基づき、一定の条件の下で、当該国への

EUの金融支援を認めることができる」。 
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従って、もし加盟国が危機に陥った場合、他国あるいは EUが救済できる場合には、「例

外的事態(exceptional occurrences beyond its control)」と判定できるかどうどうかがポイ

ントとなる。もし、当該国において、財政規律が弛緩することにより国債の信用度が低下

した場合、それを「手に負えないような自然災害」と同等の「例外的事態」と考えうるの

であろうか。さらに、自国金融機関が他国の国債を大量に購入し、それが基で金融システ

ム不安に陥った場合は、どうであろうか。 

このような点から判断すると、EUあるいは他の加盟国が危機に直面した国を救済できる

としても、それはごく限定的なものにとどまると考えざるをえないことになる。もし、こ

れを逸脱した救済策が講じられるとすれば、ドイツで違憲訴訟が提起される可能性が高い

といえるであろう。 

ところで、このリスボン条約を修正に関しては、同条約第 48条が存在する。同条によれ

ば、リスボン条約の改正には、２つの方法がある。通常手続きと簡易手続きである。通常

手続きは EUの権限が拡大する場合に適用される。一方、簡易手続きは、EUの権限拡大を

伴わない場合に適用されるが、対象となるのは、EU機能条約第 3部の規定改正のみに適用

される。まず、通常手続きによる場合、第 48 条第 4 項によれば、「改正は、すべての加盟

国により各国の憲法上の要請に従って批准された後に発効する」とされている。また、簡

易手続きにしても同条第 6項によれば、「この（リスボン条約改正に関する）決定は、加盟

国により各国の憲法上の要請に従って承認されるまでは発効しない」と規定されている。

すなわち、リスボン条約の改正には、各国の合意が必要であり、法的には不可能とまでは

いえないものの、事実上、相当困難であると判断される。 

 

６．財政条約の法的基礎 

 

これらの分析を通じ、さらには 2013年にも発効するとされる「新財政規律条約」につい

ても吟味することにより、今後、EU及びユーロ圏がたどるとみられる姿について、制度的

側面から論じることにする。１４ 

2012年 3月 2日に開催された欧州理事会において、ユーロ圏の財政均衡を目指す「経済

通貨同盟における安定、調整、及び統治に関する条約（Treaty on Stability, Coordination 

and Governance in the Economic and Monetary Union）」が署名された１５。2013年 1月

1 日に発効することが目標である。なお、同条約は、ユーロを導入している諸国（現在は

17ヶ国）のうち、12ヶ国が批准すれば発効することになっている（同条約第 14条第 2項）。 

同条約は EU 基本条約、すなわち、欧州連合条約及び欧州連合機能条約基本条約の改正

によって発効することが目指されていた。ただ、英国の反対があり、同条約の改正は不可

能となった。また、チェコも同条約に反対したため、両国を除く 25ヶ国間の政府間協定と

して署名されたものである。従って、政府間協定である本条約に従って、各国が国内立法

を行うという複雑な体系となっている。ここでは、まず協定の概略を要約してみよう。 
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まず第１は財政収支である（同条約第 3条）。締約国（Contracting Parties）は、財政収

支を均衡あるいは黒字化するため、中期財政目標について、単年度の財政赤字を GDP 比

0.5％以下にすることを義務付けられる。すなわち、景気循環に伴う変動を除去したベース

でみた構造的財政赤字（structural deficit）/GDP比について、政府債務残高/GDP比が 60％

を超える国にあっては 0.5％、また、政府債務残高/GDP 比が 60％以下の国にあっては同

1.0％を超えないこととされる。このような中期財政目標から重大な逸脱があった場合には、

当該国は是正措置の実施が要求される。ただ、例外的な状況が発生した場合には、一時的

に逸脱することが認められている。 

第 2 は各国における国内法での立法化である（第 3 条第 2 項及び第 12 条第 2 項）。締約

国は、本条約発効から 1 年以内に、本条約に従って、自国の国内法で財政規律を定めるこ

とが要求されている。締約国がこの義務を怠る場合、他の締約国は本件を欧州司法裁判所

に訴えることができる。欧州司法裁判所は遵守措置を要求するが、これに従わない場合、

GDPの 0.1％以下の制裁金が科すことができる。 

第 3 は本条約と EU の基本条約との関係である（第 16 条）。本条約は、発効から 5 年以

内に基本条約に編入することになっている。なお、その場合、基本条約を改正することに

なり、すべての EU 加盟国による署名及び批准が必要となる。その場合、英国は本条約に

署名を拒否したことから、基本条約の改正にも反対する可能性が強く、現状では「署名・

批准」は期待薄である。 

第 4 はユーロ圏首脳会議の制度化である（第 12 条）。本条約により、ユーロ圏首脳会議

が制度化され、少なくとも年 2回は開催され（同条第 2項）、非ユーロ圏締約国もこれに参

加することになる（同条第 3項）。 

本条約は、このような内容を持つのであるが、以上のような内容から判断できるように、

かつて柔軟解釈によって実効性を低下させた「安定成長協定」の強化が目的となっており、

財政規律の強化に寄与することが期待される。 

それでは、こうした 25ヶ国による政府間条約と EUとの関係をどのように考えればよい

のであろうか。果たして、EU外にある同条約によって、欧州司法裁判所は締約国に制裁を

科すことが実際に可能なのであろうか。これについて、次の 2点が重要と思われる。 

まず第１は、本条約の署名・批准を拒否した国は、たとえ危機に陥ったとしても、既述

した ESMによる支援を受けることができないことである。換言すれば、金融支援を受ける

ためには、本条約に署名し、批准しなければならないことになる。なお、本条約が議論さ

れた 2012年 1月 30日の欧州理事会では、本条約の他に ESM創設に関して合意している。 

第 2点は、より複雑である。本条約に規定されているように、EU基本条約は本条約に優

越することは間違いない。ただ、欧州連合条約には、第 4 条第 3 項において、誠実協力原

則が規定されている。すなわち、通貨統合さらには 1997年の安定成長協定を含め EUの諸

条約から発生する義務について、EU加盟国はこれを尊重し、支援する義務を有しているの

である。また、EU加盟国は、EU基本条約から発生する義務を履行するために必要なすべ
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ての措置をとる義務を有している。本条約は、こうした義務を担うためのものと解釈する

ことが可能であり、たとえ本条約に署名・批准をしなかったからといって、誠実協力原則

を免れることにはならない。ただ、そのために上記したように、欧州司法裁判所が制裁金

を科すことができるかどうかについては議論がありえるであろう。 

 

７．結論 

 

これまでみてきたことから、EUの今後について、次の 3点を指摘したい。まず第 1点は

「法の支配」である。EUの文献では、法の支配について言及されることが多い。ただ、欧

州連合条約の曖昧な「収斂基準」あるいは安定成長協定の「柔軟な解釈」のように、法の

支配が貫かれたとはいえないことがしばしば見受けられる。一方、「離脱」問題については

厳格である。同様に、EU統合には様々な点で「ムラ」が存在する。このことが EUの難解

さにつながっているともいえる。法の支配を掲げるならば、その原則を曲げない頑固さが

必要であろう。 

第 2 点は制度設計である。欧州中央銀行を含む通貨統合に関する制度設計は、基本的に

はドイツ連銀を踏襲している。ただ、このモデルが確立したのは、第二次大戦後の高度成

長期であり、金融政策の主たる目的はインフレ抑制とされることは当然であった。換言す

れば、この時期のドイツにあっては、金融システム不安について格段の考慮は必要でなか

った。しかし、リーマン・ショック後、むしろ問題は金融システム不安へとシフトした。 

ただ、厳格な法体系が存在するため、モデルの変更は困難を極める。法体系、あるいは

制度の柔軟化が実現しなれば、常に危機に見舞われる可能性がある。 

第 3 は経済学との接点である。欧州連合条約であれドイツ憲法裁判所の判例であれ、経

済学で蓄積されてきた各種の理論、例えば、最適通貨圏など、制度設計において考慮され

た形跡はない。一方、経済学の側でも、必ずしも法体系・法的制度について十分に注意を

払ったとはえいない主張も散見される。何よりも経済学・法学・政治学の対話を実現する

ことによって、ユーロの信認を醸成することが不可欠なように見受けられる。 

こうした点を前提に、今後のユーロについて展望を試みたい。何度も繰り返すが、「法の

支配」の下にある EU においては、制度的な変更は容易でない。例えば、ギリシャが切り

下げ効果による景気浮上を図るため、ユーロ圏からの離脱を図ろうとしても、そのことが

EUからの離脱につながるため、簡単ではない。また、ドイツがギリシャ支援に「疲れ」ユ

ーロ圏から離脱しようとしても、同様に困難である。例えば、欧州中央銀行が南欧諸国の

国債を無制限に購入することにより、危機の回避を図ろうとしても、おそらくドイツで違

憲訴訟が提起され、ドイツ憲法裁判所は欧州中央銀行の政策はドイツ基本法に反すると判

決を下すと予想され、その結果、EU とドイツの関係に極めて困難な問題を提起する。「ユ

ーロ共同債」の発行も同様である。EUの基本条約を改定しようとしても、全会一致を形成

することは困難であり、かつ、国によっては国民投票に訴える必要があることから、基本
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条約改正も容易でない。 

従って、ごく要約すると、制度の改革は相当困難であり、現状のようにドイツを中心に、

危機に陥った諸国を救済し続けるほか、考えられないということになる。危機が長期化す

る背景である。EUでは、現在、基本条約で可能な法的限界を模索しつつ対策を講じつつあ

る。そのスピードを加速するためには、各国民の間で協力体制を構築し、スピーディな合

意形成を可能にすることが肝要であるが、現実的にはその歩みは遅い。一方、自由化が進

展した資本市場の動きは一層加速しつつある。このスピードのギャップが解消に向かわな

い限り、ユーロ危機は長期化する可能性があるといえる。 
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